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入 札 説 明 書 

 

沖縄県立精和病院が発注する「県立精和病院給排水設備改修工事設備設計業務」に係る一般

競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書及び一般競争入札公告に

よるものとする。 

 

１ 公告日 令和７年4月22日（火） 

 

２ 入札説明書及び仕様書に対する質問及び回答方法 

(1) 質問方法 

「質問書（様式第１号）」により、持参又はＦＡＸにより「一般競争入札公告」６に示

すところに提出する。なお、質問がない場合は提出不要とする。 

(2) 質問期限 

公告日から令和７年５月12日（月）の午後5時まで 

(3) 回答方法 

下記の沖縄県立精和病院のホームページ内に令和７年５月14日(水)に掲載することし、

個別の回答は行わない。 

（https://byoinjigyokyoku.pref.okinawa.jp/seiwa/） 

 

３ 一般競争入札参加資格の確認等 

入札参加希望者は、「一般競争入札公告」２に掲げる入札参加資格を有することを証明する

ため、次に従い「一般競争入札参加資格審査申請書（様式第２号）及び資格確認証明資料（以

下「申請書等」という。）」を期限内に提出すること。 

なお、期限までに申請書等を提出しない者及び入札参加資格がないと認められた者は、入札

に参加することができない。 

(1) 申請書等の提出期限 

「一般競争入札公告」３(３)に示すとおり。 

(2) 申請書等の作成 

提出書類は、次に掲げるものとする。 

ア 申請書等提出確認票 １部 

イ 一般競争入札参加資格審査申請書（様式第２号）及び資格確認証明資料 １部 

ウ 切手を添付した長形３号封筒（通知書返送用）１部 

(3) 申請書等の提出先及び方法 

「一般競争入札公告」３（３）に示すとおり。 

(4) 書類の作成等に要する費用は、申請者の負担とし、提出された申請書等は、返却しない。 

(5) 入札参加資格の審査結果は、「一般競争入札公告」３（４）に示すとおり。 
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４ 入札方法等 

(1) 入札者は、「入札書」及び「業務費内訳書」を作成し、封書の上、「一般競争入札公告」

３（５）で定める日時、場所に、直接持参すること。併せて、入札参加資格の審査結果

の写しを持参すること。 

(2) 入札者が他人に代理させるときは、「委任状」を提出しなければならない。委任状の提

出がない場合は、入札に参加することができない。なお、委任状は代理人の印では訂正

できない。 

(3) 落札決定に当たっては、「入札書」に記載された金額に当該金額の100 分の10 に相当す

る金額を加算した額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

た金額とする）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかにかかわらず、見積もった金額の110 分の100 に相当する金額

を「入札書」に記載すること。 

(4) 入札及び開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその

代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 

(5) 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、身分証明書等を提示しな

ければならない。 

(6) 申請書等の提出後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時の前までに「入札

辞退届（任意様式）」を提出すること。 

 

５ 入札保証金に関する事項 

(1) 入札保証金の額 

入札保証金の額は、見積る契約金額の100 分の5 以上とする。もし足りない場合、入

札は無効となる。（見積る契約金額とは、消費税額を含めた金額である。） 

(2) 入札保証金の還付 

入札保証金は、地方自治法第234 条第４項に該当する場合を除き、入札終了後に還付

する。ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の全部又は一部に充当す

る。 

(3) 入札保証金を納付する場合 

当院が納付書を発行しますので、金融機関等で納付してください。納付手続は次のとお

りとする。 

ア 別添「入札保証金納付書発行依頼書」及び「債務者登録票」に必要事項を記入し、

令和７年５月15日（木）正午までに沖縄県立精和病院へ提出すること。 

イ 入札保証金納付書発行依頼書に基づき納付書を発行するので納付後、【領収書の写

し】を沖縄県立精和病院に令和７年５月19日（月）17：00までに提出すること。 
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(ア)還付方法： 

入札終了後、「入札保証金払戻請求書」を提出していただき、指定口座へ振り込

み還付する。なお、落札者については、契約保証金への充当も可能であるため別

途調整する。 

(4) 入札保証金の免除 

次のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することがで

きる。なお、提出期限は令和７年５月19日（月）17：00までとする。 

ア 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を

被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合 

（提出書類：保険証書等） 

イ 国（独立行政法人、公共及び公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去２箇年の間に履行期限

が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書類を提出した場合 

（提出書類：別添「国・地方公共団体等契約実績」と契約書の写しに加え、履行証

明書又は検査結果通知書等） 

 

６ 落札者の決定方法 

(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込み

をしたものを落札者とする。 

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容

に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締

結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当である

と認めたときは、予定価格の制限の範囲内の価格を持って入札した他の者のうち最低

価格を持って入札した者を落札者とすることがある。 

(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にく

じを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開

札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務

に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 

 

７ 再度入札 

(1) 開札をした場合において落札者がいない場合は、直ちにその場で再度の入札を行う。

なお、入札回数は３回（１回目の入札を含む）までとする。 

(2) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方公営企業法施行令第21条の13第１項

第８号に規定に基づき、随意契約ができるものとする。 
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８ 契約保証金に関する事項 

契約金額の100 分の10 以上の金額を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合

は、契約保証金の納付が免除される。なお、契約を誠実に履行しない場合は、見積金額の100 分

の10 を徴収する。 

(1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の100 分の10 以上）

を締結し、その証書を提出する場合 

(2) 国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ

同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去２箇年の間に履行期限が到

来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書類を提出した場合。 

 

９ その他 

(1) 最低制限価格を設定する。 

(2) 落札者は、落札決定の日から起算して7日以内に契約を結ばなくてはならない。 

(3) 入札参加者は、「一般競争入札公告」、「入札説明書」、「入札心得」及び「仕様書」

等を熟読の上、入札に参加すること。 


